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令和８年３月１３日（金曜日） 

建設委員会 

第５委員会室 

出席委員 

 井上太良、塚本進介、白井義一、川島淳良、 

駒田かすみ、蔭山敏明、石見和之、松岡廣幸、 

高見千咲 

開会                 ９時５５分 

都市局                ９時５５分 

前回の委員長報告に対する回答 

・子育て世帯や若年夫婦世帯は、子育てや仕事などの

ため、時間的に余裕がない可能性があることから、自

治会活動等の負担が当該世帯に偏ることのないよう、

十分に状況を把握し丁寧に対応されたいことについ

て 

市営住宅のコミュニティについては、市内の他の自

治会同様に、清掃や行事等の自治会活動に参加したり、

役員を担ったりするなど、入居者の自主的な参加と協

力により、活力向上が図られるものと考えている。自

治会活動は主体性が尊重されることから、直接的に市

が関与できないが、コミュニティ活性化の観点から、

子育て世帯や若年夫婦世帯の入居は必要と考えてお

り、当該世帯が入居する際には、状況の把握や丁寧な

説明に努めていく。 

・開発行為で設置された所有権移転登記未了道路の所

有権移転登記や市道隣接地の所有者の同意取得につ

いて、今後も粘り強く取り組まれたいことについて 

開発行為で設置された所有権移転登記未了道路に

ついては、早期の解決に向けて、都市局と建設局が連

携し、供用開始に向けた取組を積極的に行うとともに、

今後も所有権移転のための地権者との交渉や隣接者

の同意の取得に粘り強く取り組んでいく。 

付託議案説明 

・議案第 33 号 姫路市駐車施設附置条例の一部を改

正する条例について 

・議案第 34 号 姫路市建築確認申請手数料等徴収条

例の一部を改正する条例について 

・議案第 35 号 姫路市営住宅管理条例の一部を改正

する条例について 

報告事項説明 

・都市局における令和 9年度の指定管理者制度更新予

定施設について 

・姫路市住宅計画の策定に関する市民意見（パブリッ

ク・コメント）の募集結果について 

・民間事業者と連携した空き家対策の推進について 

・鉄道駅周辺整備プログラムの更新について 

質疑・質問             １０時２２分 

（質問） 

 姫路市駐車施設附置条例の一部を改正する条例に

ついて、本市同様の駐車施設附置条例を定めている県

内他都市の状況は把握しているのか。 

（答弁） 

県内で同条例を定めている、神戸市、尼崎市、明石

市、西宮市、芦屋市、伊丹市、三田市のうち、三田市

を除く各自治体では、本市同様の条例改正を既に実施

しているか、今後改正を予定していると聞いている。 

（質問） 

 本市では十分な駐車場の確保ができているとの認

識であるが、配送業者の荷さばき用の駐車場は確保さ

れているのか。 

（答弁） 

市中心部において、実施した路上駐車の実態調査に

おいて、令和2年度実施時よりも改善していることを

確認しているが、路上駐車が多かった場所もあり、今

後の状況を見守っていきたい。 

（質問） 

駅前の商業ビルが減少し、マンションが建設される

ことに抵抗を感じる市民や、マンションの1階部分を

商業施設として活用してほしいと望む市民がいる。 

駅前の人通りがなくならないよう、にぎわいを維持

することを重視する都市もあるが、本市ではどのよう

に考えているのか。 

（答弁） 

所有者の意見等も聞きながら、そのような声があれ

ば、都市局として協力していきたい。 

（質問） 

駐車場が過度に設置されないよう国土交通省から

技術的助言が発出されているとのことであるが、本市

は国土交通省が示す標準的な基準と比較し、どのよう

な状態なのか。 

（答弁） 

附置義務台数の算定方法において、本市は床面積が
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6,000平方メートル以上の場合、非特定用途では床面

積200平方メートルにつき1台の基準になっているが、

国土交通省の技術的助言では、450平方メートルにつ

き1台となっており、本市の方がより厳しい基準とな

っている。 

（質問） 

将来的に国の示した水準と比較し、見直しの必要が

生じる可能性はあるのか。 

（答弁） 

今後、国の動向等を注視しながら、条例の改正等も

検討していきたい。 

（要望） 

必要に応じた見直しを行い、適切な状態を維持して

もらいたい。 

（質問） 

 本市は従前と同じ取扱いをするとのことであるが、 

商業施設付近での荷さばきの現状を見ると、歩道や路

側帯等を塞いだ駐車がある。 

何らかの対策を講じる考えはないのか。 

（答弁） 

 警察は令和7年に路上駐車規制の見直し等を行って

おり、その動向を注視しつつ対策を検討していきたい。 

（要望） 

現状にとどまることなく、警察との連携を図りなが

ら路上駐車等の防止と交通の円滑化に向けた取組を

しっかりと進められたい。 

（質問） 

 路上駐車の実態調査を実施したとのことであるが、

どのような調査を実施したのか。 

（答弁） 

令和2年の調査で把握した路上駐車のピーク時間帯

において、姫路駅の周辺等で目視調査を実施している。 

（質問） 

 当該調査結果からこのたびの条例改正を行っても

問題はないと判断をしたのか。 

（答弁） 

 そのとおりである。 

（質問） 

 共同住宅の住人に対するアンケート調査は実施し

ていないのか。 

（答弁） 

このたびの調査では実施していない。 

（質問） 

 私は、駐車施設附置条例の対象地区の近隣に居住し

ているが、日常的に道路上での荷さばきや宅配業者の

路上駐車が通行の妨げになっている現状を目にして

いる。当該調査はどの程度の時間実施したのか。 

（答弁） 

調査はあくまでピーク時間帯を対象に実施してお

り、基本的には1時間から2時間程度、目視により実施

している。 

（質問） 

 民間事業者と連携した空き家対策の推進について、

どのような形で市民から相談を受けるのか。 

（答弁） 

市民がインターネットで相談を申し込み、その内容

に応じて連携事業者から助言を受ける仕組みとなっ

ている。 

（質問） 

地域で解体費の差が生じると思うがどうか。 

（答弁） 

連携事業者の保有データをＡＩでシミュレーショ

ンし、地域特性を踏まえた解体費用を算出する仕組み

となっている。 

試行したところ、金額の幅はあるものの、住宅の売

却も含めた下限額・上限額の提示があり、解体して売

却するかの判断材料の1つになると考えている。 

（質問） 

あくまでも目安の金額ということなのか。 

（答弁） 

そのとおりである。 

（質問） 

 連携協定による事業者のメリットに、地域における

事業展開の促進が図られることとあるが、詳しく説明

してもらいたい。 

（答弁） 

 連携事業者はオンラインでサービスを提供してお

り、連携事業者のサービスに参画する地域の解体業者

等が成約した場合に、連携事業者が解体業者等から手

数料を徴収するビジネスモデルである。そのため、参

画する地域の業者数の増加は、連携事業者の事業拡大

につながる。 
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（質問） 

 市内の民間事業者の事業が圧迫されることや、市に

とってデメリットが生じる可能性は考えられないか。 

（答弁） 

 そのようなことはないと考えている。 

（質問） 

 相続登記が義務化され2年が経過するが、空き家所

有者の把握状況を説明してもらいたい。 

（答弁） 

通報のあった空き家は所有者調査により登記状況

を確認しているが、市内全ての空き家の相続登記の状

況を把握することは困難である。 

（質問） 

空き家所有者へのアウトリーチは実施するのか。 

（答弁） 

空き家所有者がどのように家じまいをするかをア

ドバイスする仕組みであり、連携業者による積極的な

アプローチは行わず、空き家所有者からの相談に対す

る助言が主となる。 

（質問） 

 既に空き家となっている物件で、相続が発生してい

る場合、相続人がどう対応すればよいか分からず、手

続が進まない状況が考えられる。 

そのような場合、連携事業者による一定のアウトリ

ーチがあったほうが、相続人が動きやすくなる可能性

があるがどうか。 

（答弁） 

様々なケースが考えられるが、相談内容に合わせて

相続登記も含めた助言を専門家が行うことになって

いる。 

（質問） 

 現状では連携事業者が解体に強みを持つ企業であ

ると理解しているが、他都市には空き家の有効活用に

長けた民間事業者と連携している事例もある。将来的

には、そのような事業者との連携も検討していくのか。 

（答弁） 

今回の連携事業者は解体を主としているが順次サ

ービスを拡大しており、解体に限らず住宅の売却や利

活用に関する相談にも対応できる体制を整えている。 

また、将来的には、他の得意分野を有する事業者と

の連携についても検討していきたい。 

（質問） 

 連携事業者を通じて解体が行われた際、工事による

被害や契約トラブルが発生した場合に、市が推奨して

いる事業であるという理由で市が責任追及されるお

それはないのか。 

（答弁） 

連携事業者との協定は、シミュレーションや相談窓

口の提供等を目的としており、実際の解体工事等に関

する苦情は、利用者と民間事業者間の問題であり、市

が直接対応したり、責任を負ったりするものではない

と考えている。 

また、その旨を明示しつつ、運用を開始したい。 

（質問） 

空き家バンク事業は、不動産協会等と連携している

と思うが、このたびの連携事業者とはどのような関係

にあるのか。 

（答弁） 

本市は、全日本不動産協会及び宅地建物取引業協会

の2団体と空き家バンクに関する協定を締結し、協力

を得ている。 

このたびの連携事業者は、当該2団体と直接的な結

びつきを有しているわけではないが、空き家の売却時

など、連携事業者のサービスに参画している不動産業

者を介して間接的なつながりが生じるものと考えて

いる。 

（要望） 

 当該取組を通じて、老朽危険空き家の減少に向けて

しっかり取り組まれたい。 

（質問） 

 空き家数とその他空き家数の違いは何か。 

（答弁） 

空き家数とは居住者がいない住宅の数である。 

その他空き家数は、老朽危険空き家や管理されてい

ない空き家など、使い道が決まっていない住宅の数で

ある。 

（質問） 

 空き家率等の推移を見ると、本市は全国平均よりも

高いが、その原因は把握しているのか。 

（答弁） 

持ち家率が全国平均より高いことや集合住宅より

も戸建ての割合が高いことが考えられる。 
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（質問） 

 姫路市版すまいの終活ナビについて、市民へどのよ

うに周知するのか。 

（答弁） 

固定資産税の納税通知に空き家対策の啓発チラシ

を同封し、約25万世帯に発送しているが、その紙面を

一新し、すまいの終活ナビや解体費用シミュレーター

につながるＱＲコードを掲載する予定である。 

（質問） 

市民が連携事業者に相談した内容を市が確認でき

るようになるのか。 

（答弁） 

市が直接関与することはなく、相談内容の確認はし

ない。 

（質問） 

 近隣の迷惑空き家について通報する、お困り空き家

の連絡フォームについては、市が確認できるのか。 

（答弁） 

そのとおりである。 

（質問） 

 解体工事はどのように実施するのか。 

（答弁） 

連携事業者が直接施工するのではなく、解体業者を

紹介する仕組みである。市内業者も既に参画しており、

地域性を踏まえて近隣の業者から見積りを提案する

こととなっている。 

（質問） 

 全国的な知見を持つ事業者の参入は歓迎するが、地

元業者へ発注し、地域経済の循環を図ることも大切と

考えている。市外業者の参入をどの程度見込んでいる

のか。 

（答弁） 

遠方からの参入は経費がかさむため、地元業者を中

心に提案する仕組みとして聞いている。 

（要望） 

 契約課が市内業者への優先発注を呼びかけている

にもかかわらず、本制度が抜け道となってしまわない

よう、市外業者の参入状況は定期的に確認してもらい

たい。 

（質問）  

写真送付ができる通報制度は、非常に有用と考えて

いる。道路の不具合等について、姫路市ＬＩＮＥ公式

アカウントにも通報・報告システムがあるが、複数の

通報制度が並存しても問題はないと考えるがどうか。 

（答弁） 

今後、姫路市ＬＩＮＥ公式アカウントについても検

討していきたい。 

（質問） 

 連携事業者を選定した経緯を説明してもらいたい。 

（答弁） 

国土交通省のモデル事業には、複数の事業者が採択

されているが、解体費用の算出が可能で、相談にも応

じる取組を行っているのは、現時点では当該事業者の

みである。また、連携協定によって当該サービスを無

償で利用できる点も踏まえて選定している。 

（質問） 

 空き家の発生には、子どもの市外流出による後継者

不在や立地条件等など様々な原因がある。 

民間事業者と空き家対策の推進について連携する

のであれば、空き家が発生する要因のデータ分析につ

いても当該業者の活用を検討してはどうか。 

（答弁） 

このたびの連携事業者は、インターネットでのサー

ビス提供や事業者の紹介を行うビジネスモデルであ

り、直接現地で調査やデータ収集を行う事業者ではな

いため、令和8年度に作成予定の空家等対策計画にお

いて、改めて調査したいと考えている。 

なお、市への通報に基づいて現地確認を行った事例

では、子どもが市外流出し、親の逝去を契機に空き家

となるケースや、道路が狭小で建て替えや解体が困難

なため放置されるケースが多いと感じている。 

（要望） 

少子高齢化や地域特性など、なぜ空き家が生じてい

るのかを把握しない限り、現実に即した空き家対策や

住宅政策は立てられないと考えている。これらの要因

を踏まえたデータ分析にもしっかりと取り組まれた

い。 

（質問） 

市営下構住宅及び伊伝居住宅は廃止されるとのこ

とであるが、現在の入居者の有無、また解体時期やそ

の後の活用方針等が決まっていれば、説明してもらい

たい。 
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（答弁） 

下構住宅には複数の棟があり、耐震補強が困難であ

った1棟を廃止するものであるが、廃止する棟の入居

者は既に他の棟に移転済みである。 

伊伝居住宅については、入居者は近隣の市川住宅や

花北住宅等へ移転済みである。 

今後は、解体に向けた設計や工事の計画を作成する

予定であり、跡地活用は現段階では決まっていない。 

（要望） 

 下構住宅は、他の棟が残っていることから跡地の活

用の可能性があるが、伊伝居住宅は城北公園に隣接し、

北側には姫路競馬場が位置していることから、活用に

は制約があると思う。 

できるだけ早期に跡地の活用方針を検討されたい。 

（質問） 

 鉄道駅周辺整備プログラムに記載されている山陽

電鉄手柄駅の歩道拡幅及び駅前広場整備について、姫

路市立高等学校の敷地を利用する予定はあるのか。 

（答弁） 

 姫路市立高等学校の整備計画との整合を図りつつ

検討を進めているところである。 

現状の道路幅員が十分でないため、旧中央卸売市場

跡地を活用した歩道の拡幅等を考えている。 

（質問） 

 鉄道駅周辺整備プログラムには手柄駅の駐輪場が

含まれていないが、今後どのように取り扱うのか。 

また、駐輪場の有料化は検討しているのか。 

（答弁） 

 今後、駅前広場整備の検討と併せて駐輪場の整備も

検討していく。有料化については、建設局と協議して

いきたい。 

（質問） 

 山陽電鉄手柄駅に高校生専用の改札口を開設する

予定はあるのか。 

（答弁） 

姫路市立高等学校の整備計画との整合を図りつつ

検討を進めている。その過程で高校生専用の改札口に

ついて要望があれば、山陽電鉄と協議していきたい。 

（要望） 

使い勝手のよい駅にしてもらいたい。 

（質問） 

 鉄道駅周辺整備プログラムは、令和8年度から令和

12年度までの計画となっているが、それ以降に整備が

予定されている駅については、令和17年度をめどに完

了させる考えなのか。 

（答弁） 

安全対策やバリアフリー化を重視して鉄道事業者

と協議を重ね、令和8年度から令和12年度の5年間に着

手することに合意できた内容が、今回の整備プログラ

ムである。 

鉄道事業者は、本市以外でも事業を実施しているこ

とから、早期に整備が進むよう事業者と協議していき

たい。 

（質問） 

 鉄道駅の整備進捗と人口流入との関係を示すデー

タはあるか。 

（答弁） 

整備進捗と人口増減を結び付けたデータはないが、

市内の鉄道利用者数は年間約2％増で推移しており、

鉄道駅周辺の整備効果の1つではないかと考えている。 

（要望） 

若い世代は車を所有しない傾向があり、駅周辺に住

みたいという考えを持つことが多いことから、鉄道駅

の整備によって人口が流入する可能性がある。 

鉄道利用者数の増加は、「鉄道が利用しやすくなっ

たために、利用回数が増えた」だけの可能性もあるの

で、鉄道駅の整備と人口の流入・流出の関係について

は、国土交通省等のデータを含め確認を行ってもらい

たい。 

また、人口の流入が見込めるのであれば、予算措置

や専任職員の増員など、推進体制の強化についても検

討されたい。 

（質問） 

姫路から大阪までは、ＪＲを利用すれば1時間程度

である。技術的な制約があるのかもしれないが、仮に

山陽電鉄が高速化され、同程度の所要時間で大阪へア

クセスできるようになれば、沿岸部の住民や企業の利

便性が高まり、人口流入につながる可能性があるがど

うか。 

（答弁） 

山陽電鉄は、おおむね15分間隔で運行され、特急停

車駅ではさらに便数が多いため、ダイヤ面での利便性
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は高いと考えている。速度面で山陽電鉄もＪＲを意識

しているとは思うが、駅間距離が比較的短いことなど

から高速化が難しい面がある。今後も、山陽電鉄の鉄

道事業部と協議する機会があるため、そのような声を

伝えていきたい。 

（質問） 

 デマンド型乗合タクシーについて、高木地区で令和

2年からモデル実施され、前之庄地域でも導入例があ

った。今後の他地域への展開に当たっての課題を聞か

せてもらいたい。 

（答弁） 

高木地区では、交通事業者が利用者にヒアリングを

行い、商業施設の特売日に合わせるなど曜日・時間を

毎年カスタマイズして運行しており、利用者数は順調

に増加し、目標を上回っている。一方、前之庄では周

回運行が中心であったため利用が伸びず、休止に至っ

た経緯がある。 

他地域へ展開する際は、既存の交通事業者の事業を

阻害しない形で導入することが最も重要である。地域

ごとに既存の交通事業者と協議を重ねつつ、当該地域

にデマンド型乗合タクシーを導入することが最適か

どうかも含めて検討していきたい。 

（要望） 

 地域ごとに事情が異なるとは思うが、継続・持続可

能な運行体系を確立できるよう、これまでの経験を生

かして取り組まれたい。 

（質問） 

 公共交通のリ・デザインについて、実施予定の調査

内容を説明してもらいたい。 

（答弁） 

令和8年度は、地域の公共交通リ・デザイン連携・

協働指針に基づき、国が示す施策のうち、特に地域の

輸送資源の活用に着目し、企業・医療機関・自動車学

校などが運行する送迎バスの運行ルートや便数等を

調査し、現状把握を行う。 

その上で、課題や利用可能性等をヒアリングし、地

域に最適な公共交通の在り方を検討したい。 

（質問） 

 国の制度で調査対象は限定列挙されているのか。 

また、介護施設や地域で車を保有している団体も含

められるのか。 

（答弁） 

国は限定列挙しているわけではないため、一般的な

企業・医療機関等の送迎バスを調査予定である。調査

対象地域の選定についても、令和8年度に検討してい

きたい。 

（要望） 

 持続可能性を重視しつつ、多様な意見を幅広く聴取

しながら進められたい。 

（質問） 

運転手確保のため、北九州市においては、第二種免

許の取得に要する費用を支援している事例があるが、

本市としてはどのように考えているのか。 

（答弁） 

まずは、民間事業者の送迎バス等がどのような条件

で利用可能かのヒアリングを実施したいと考えてい

る。 

第二種免許の取得支援については、県が大型・第二

種免許の取得費用支援等を実施しており、交通事業者

に制度の周知を図っていきたい。 

なお、家島地域と坊勢地域では自家用有償旅客運送

を活用して区会へ委託し、一般ドライバーがコミュニ

ティバスを運行しており、運転手不足解消の一助にな

っている。こうした事例も踏まえ、他地域でも展開が

可能かも検討していきたい。 

（要望） 

移動手段は住み続けるために不可欠なものであり、

単なる交通手段の確保にとどまらず、生活維持の観点

からの検討もしてもらいたい。 

（質問） 

山陽姫路東インターチェンジ周辺地区について、

(仮称)道の駅姫路の整備計画や地域未来投資促進法

など複数の施策が重なり、地域の姿が変わろうとして

いる。 

このような中、都市局は、部署横断的に連携し、明

確な方針を持っておくことが重要であると思うがど

うか。 

（答弁） 

山陽姫路東インターチェンジ周辺はポテンシャル

の高い地域である。市街化調整区域ではあるが、地域

未来投資促進法等の施策と連携を図りながら、関係部

署等で連携し、総合的な取組を進めていきたいと考え
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ている。 

（質問） 

 姫路東消防署の整備における問題点について、本会

議の場で副市長の謝罪があったが、何に対する謝罪で

あったと考えているのか。 

また、都市局としての考えを聞かせてもらいたい。 

（答弁） 

公開文書の不備と議決前に調査費が計上されてい

たことの2点に対する反省である。 

都市局としては、消防局や関連部署との協議が不足

していたと認識しており、今後はその点を踏まえ、局

内及び課内の連携を強化し、同様の事案を発生させな

いよう改善していきたいと考えている。 

なお、公開文書の不備については、姫路市情報公開

条例を正確に把握した上で職員への周知徹底を図る。 

議決前に調査費が計上されていた点については、消

防庁舎の早期完成を重視するあまり、手続の慎重さを

欠いた面があったと認識している。 

（要望） 

 今後、同様の事案が発生しないよう十分に留意され

たい。 

（質問） 

土壌汚染調査の必要性、費用負担の考え方及び事業

者との協議の進め方について説明してもらいたい。 

（答弁） 

土壌中に瓦礫と黒い土が混入していることが確認

され、当初予定していた建設発生土として処分できな

いことが判明した。 

建設発生土の処理業者から請負業者を通じて、過去

に鉄道敷地内であったことも踏まえ、土の成分が不明

なままでは残土として受け入れられないと市に申出

があり、公共事業の発注者として、安全性と適正な処

理を確保する観点から、市が調査費用を負担すること

を判断したものである。 

しかしながら、申出があった段階で、庁内でより丁

寧な協議を行うべきであったと考えており、今後は事

業者の申出内容を的確に把握した上で、関係部署と十

分に協議し、しっかりとその記録を残せるような体制

を整えていきたい。 

（要望） 

 十分な協議ができなかった点をしっかりと反省し、

今後は注意されたい。 

（質問） 

当該業者の申出だけでなく、同種の事業者や他の一

般的な事例について検討はしなかったのか。 

（答弁） 

請負業者が処分業者と請負契約を締結しているた

め、当該業者の意見を尊重し、鉄道敷地であったこと

なども踏まえ、公共事業の発注者としてより慎重に対

応すべきだと判断したものである。 

（質問） 

 このたびの件で、大切なのは「急いでいたからやっ

てしまった」という対応は決して許されないという点

である。問題を発見した時点で速やかに報告すべきで

あり、それを怠ったことが今回の事態を招いた一因と

考えており、同様の事例が本市の他の事業でも発生し

ないか懸念している。 

所管は消防局であったとしても、消防局から営繕課

へ依頼した段階で責任がどのように移るのかを明確

にしてもらいたいがどうか。 

（答弁） 

工事業者が決定し、工事に着手する段階で、営繕課

が工事現場の責任を持って進めるものと考えている。 

 

都市局終了             １１時５６分 

休憩                １１時５６分 

 

【予算決算委員会建設分科会（都市局）の審査】 

 

再開                １３時２１分 

建設局               １３時２１分 

前回の委員長報告に対する回答 

・姫路市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正

する条例について、デザイン面から車体へのシール貼

付を嫌う利用者がいることや、様々なスタイルの自転

車の普及に対応するためにも、従来の駐輪場の管理運

営方法に捉われることなく、ＩＣチップ等を活用した

入出場管理など、先進的な管理運営方法についても、

しっかりと研究されたいことについて 

駐輪場の管理運営方法については、近年、民間事業

者のノウハウによりＩＣＴの活用など様々な方法が

提案・導入されている。 
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 駐輪場利用者に質の高いサービスを提供し、適切か

つ効果的・効率的な駐輪場の管理運営を行うため、多

様化する利用者ニーズの把握に努めるとともに、民間

事業者の新たな駐輪場管理システムや導入費用、他都

市の事例等について研究していく。 

付託議案説明 

・議案第 44号 市道路線の認定及び廃止について 

報告事項説明 

・令和 9年度の指定管理者制度更新予定施設につい 

て                       

・次期姫路市無電柱化推進計画の策定について 

・飾磨中央公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩの事業進 

捗について 

・手柄山平和公園駐車場料金の改定について 

質疑・質問             １３時３５分 

（質問） 

 議案第 44 号の市道路線の認定及び廃止について、

城東 228 号線において、新たに認定する路線の長さよ

り廃止する路線が長くなっているのは、なぜなのか。 

（答弁） 

城東 228 号線は、自転車歩行者専用道路であり、公

安委員会が設置した歩行者の道路標識があったもの

の、現在は撤去されている。このたびの市道路線の廃

止は、現状の通行形態に即した形にするもので、城東

228号線両側の一部をその両隣の市道区域に編入する

ものである。 

（質問） 

 姫路市無電柱化推進計画について、目標値 1.3 キ

ロメートルに対する実績が 0.28 キロメートルとなっ

ているが、進捗が大きく遅れている原因を説明しても

らいたい。 

（答弁） 

 無電柱化は都市計画道路の整備と併せて実施する

場合が多く、その多くで用地買収が必要となる。 

用地取得には時間を要するため工期が長期化し、結

果として進捗が遅れている。 

（要望） 

 次期計画を策定する際には、用地買収に要する時間

やその後の工事期間を考慮し、無理のない目標設定を

行われたい。 

（質問） 

 無電柱化により防犯カメラや防犯灯が設置しにく

くなり、代替設備が建つことで美観上の問題が生じる

懸念があるがどうか。 

（答弁） 

電柱が撤去されると、防犯カメラや防犯灯の設置に

必要な設備を別の形で確保する必要がある。城北線で

は、歩道照明を随所に設けて対応しており、交差点部

には、高さのある交差点照明を設置している。 

（質問） 

 手柄平和公園駐車場料金の改定について、改定自体

に問題はないが、姫路城周辺駐車場と比較し、時間区

分や料金体系が統一されておらず、一定の基準が必要

ではないかと考えるがどうか。 

（答弁） 

3時間以内 300 円の区分は、国土交通省調査におい

て、総合公園では公園利用者の約 9割が 3時間以内の

利用であることから一般の公園利用者を対象として

いる。 

次に、3 時間から 12 時間以内 600 円の区分は、ひ

めじスーパーアリーナ等の営業時間に合わせスポー

ツ施設利用者を対象としている。 

また、12時間から 24時間以内 900 円の区分は、姫

路城周辺の駐車場料金を参考に決定している。 

（質問） 

 最大料金はある程度統一されているが、大手前公園

やイーグレひめじ地下駐車場など近接する駐車場の

料金体系が統一されていないのは、利用者にとって分

かりにくく、不親切である。 

今後の見直しの機会には、利用者の利便性を考え、

一定の統一感を持たせてはどうか。 

（答弁） 

 駐車場は所管が各局にまたがることや、スポーツ施

設や植物園など周辺施設の性質により時間区分や料

金設定が異なるため、一律に統一するのは困難である。 

例えば、図書館に隣接する城の北駐車場は、利用者

に配慮し、30分以内は無料としている。 

しかしながら、委員の指摘のとおり、一定の統一し

た基準を設けることは望ましく、各局と連携して検討

していきたい。 

（質問） 

 市道路線の認定について、令和 7年第 4回定例会の
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委員会で、都市局から開発行為で設置された所有権移

転登記未了道路が 22か所あるとの報告がなされた。  

これらの道路は、昭和後期頃に造られたものが多い

と聞くが、当時と現行の市道基準に差異がある場合、

市道認定が困難となるおそれがあるがどうか。 

（答弁） 

基本的な考え方は、当該道路が当時の開発基準で完

了しているのであれば、その時点の基準を満たしてい

ると判断し、現行の基準に合致しない場合でも市道認

定を進める方針である。 

しかしながら、底地の所有権が市に移転していない

場合は、建設局として完全に引き継いで供用開始する

ことはできないため、都市局において継続して地権者

へ働きかけ、連携して処理している。 

なお、都市局から報告のあった 22 か所、路線数と

しては 27路線については、このたびの議案第 44号に

全て含まれている。 

（質問） 

 開設後間もない、みんなのさくら広場駐車場につい

ても料金体系の変更に伴い精算機の更新が必要なの

か。 

（答弁） 

現在設置している精算機は時間計測ができないた

め、時間制料金に変更する場合は、精算機の更新が必

要である。 

なお、みんなのさくら広場駐車場の精算機は、既存

の機器を流用していると聞いている。 

（質問） 

 他の市内公園の駐車場について、有料化は検討して

いるのか。 

（答弁） 

現時点においては検討していない。 

（質問） 

 無料であるがゆえに、目的外利用があり、休日に公

園利用者が駐車できないという問題を仄聞する。 

何らかの対策は検討していないのか。 

（答弁） 

公園利用者以外の駐車対策としては、防犯カメラ設

置、掲示物による注意喚起、自治会への通報依頼等を

実施している。 

現時点においては、市内公園の駐車場は、できるだ

け広く市民に利用してもらう観点から無料としてい

る。 

（質問） 

 公園の防草対策に防草砂やクラピアなどが挙げら

れるが、どのような対策が有効なのか。 

（答弁） 

 防草砂については、試験施工を令和 8年度から実施

予定である。おおむね 10 か所程度の公園で「何もし

ない区画」と「防草砂を入れる区画」を設け比較検証

する。カタログ上は、5年後でも草が生えていない事

例が示されているが、実環境で検証し、効果が確認で

きれば順次展開していく考えである。 

 クラピアについては、試験施行から 1年が経過して

いる。道路歩道の植樹ますにおいて、特に手を入れな

くても、全面がクラピアで覆われている状況が確認さ

れており、今後導入を拡大していきたいと考えている。 

 なお、防草対策と並行して、草が生えにくい公園に

変えていくことも必要と考えており、従前の広い植栽

帯をそのまま残す公園から植栽帯をウォーキングに

適した園路に転換するなどの再整備を検討している。 

（質問） 

 今後 1、2 年の検証結果を踏まえて方向性を固め、

それを展開して公園の防草対策を進めいくという理

解でよいか。 

（答弁） 

市内の公園は約 900 か所あり、その全てに対応する

には相当の予算を要する。優先度の高い箇所から徐々

に展開していく形を想定している。 

 

建設局終了             １３時５５分 

散会                １３時５５分 

 

【予算決算委員会建設分科会（建設局）の審査】 


